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認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領 

 

（目的及び趣旨） 

第１条 この要領は、認可外保育施設について、「認可外保育施設に対する指導

監督の実施について」（令和６年３月 29 日こ成保第 206 号こども家庭庁成育

局長通知。以下「指導監督通知」という。）に基づく指導監督の効果的な実施

を図るとともに、指導監督通知の別添「認可外保育施設指導監督基準」（以下

「指導監督基準」という。）を満たしていると認められる施設に対し知事が行

う証明書の交付に関して必要な事項を定める。 

 

（対象施設） 

第２条 この要領の対象となる施設は、児童福祉法（以下「法」という。）第 59

条の２第１項の規定により知事への届出が義務づけられている施設とする。 

なお、届出対象外施設についても、指導監督基準に基づき、引き続き適切な

指導監督に努めるものとする。 

 

（立入調査及び改善指導） 

第３条 証明書の交付は、「島根県認可外保育施設指導監督実施要綱」（以下「指

導監督実施要綱」という。）の第 11 条に定める立入調査及び第 14 条に定める

改善指導の結果を踏まえて行う。 

２ 指導監督実施要綱第 11 条に定める立入調査の結果に基づく改善指導にあ

たっては、指導監督基準により、立入調査の結果の評価について別表のとお

り文書による改善指導（以下「文書指導」という。）を行うべきものと口頭

による改善指導（以下「口頭指導」という。）が可能なものを定める。 

具体的には、別表に掲げる判定区分がＢの事項（指導監督基準を満たして

いないが、比較的軽微な事項であって改善が容易と考えられるもの）につい

ては口頭指導により対応することとし、Ｃの事項（指導監督基準を満たして

いない事項で、判定区分がＢ以外のもの）については文書指導により対応す

ることを原則とする。 

ただし、判定区分がＢの事項であっても、以前の立入調査において指摘が

なされたことがあり、新たな立入調査によっても再度指摘がなされる場合な

ど、児童の安全確保の観点から特に注意を促す必要がある場合には、文書指

導を行うものとする。 
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３ 前項の評価の結果、文書指導を行う場合には、指導監督実施要綱第 14 条

に従い、概ね１か月以内の回答期限を付して文書による報告を求める等の措

置を講じる。また、口頭指導を行う場合には、立入調査時に対面により、又

は事後に文書による報告若しくはこれに準ずる電話・ＦＡＸ等の方法によ

り、改善状況の確認を行う。 

  

（指導監督の実施機関及び証明書の交付機関） 

第４条 第３条に定める立入調査、改善指導及び第７条に定める証明書の返還、

第５条第３項に定める指導監督基準を満たす旨の証明書の交付及び第８条に

定める証明書の再発行については、島根県東部（隠岐を含む。）に所在する施

設に対しては、「子ども・子育て支援課」、島根県西部（大田市以西）に所在す

る施設に対しては、「地域福祉課石見指導監査室」（以下「実施機関」という。）

で実施する。 

 

（証明書の交付） 

第５条 実施機関は、認可外保育施設について第３条の立入調査を実施し、当該

施設が別表の全項目について適合する施設（以下「指導監督基準を満たす施設」

という。）かどうかを確認する。 

２ 第３条第１項の立入調査により同条第２項の文書指導又は口頭指導を行っ

た場合において、同条第３項の改善状況の確認により当該施設が別表の全項

目について適合していると認められるときは、指導監督基準を満たす施設と

する。 

３ 実施機関は、第１項及び第２項により確認された指導監督基準を満たす施

設の設置者等に対し、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」（１

日に保育する乳幼児の数が６人以上の施設の設置者等に対しては様式１によ

る。法第６条の３第９項に規定する業務又は同条第 12 項に規定する業務を目

的とする施設（１日に保育する乳幼児の数が５人以下）の設置者等に対しては

様式２による。法第６条の３第 11 項に規定する業務を目的とする施設の設置

者等に対して、複数の保育に従事する者を雇用又は委託しているものについ

ては様式３、複数の保育に従事する者を雇用又は委託していないものについ

ては様式４による。以下同じ。）（以下「証明書」という。）を交付する。 
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（証明書の有効期間） 

第６条 証明書の有効期間は、証明書を交付した日から、第７条によりその返還

を求められたときまでとする。 

  

（証明書の返還） 

第７条 実施機関は、証明書の交付を受けた者が、指導監督実施要綱の第 11 条

の通常の立入調査、第 12 条の特別立入調査等により、第５条第１項に定める

証明書の交付要件を満たさなくなったと認められるときは、証明書の返還を

求めるとともに、当該返還を求めた日付につき記録を残しておくものとする。 

２ 実施機関は、第３条の立入調査により、新たに証明書を交付する場合には、

先に交付した証明書につき回収を行う等適切な措置を講ずるものとする。 

 

（証明書の再発行） 

第８条 証明書の交付を受けた者は、証明書を紛失等した場合には、証明書の 

再交付を求めることができる（様式５）。ただし、再交付を受けた後、紛失等 

した証明書を発見したときは、ただちに、発見した証明書を知事に返還しなけ 

ればならない。 

 

（情報提供等） 

第９条 知事は、証明書を交付した事実について、ホームページへの掲載等に  

よる公表及び市町村等への情報提供を行うとともに、市町村においても一般 

への情報提供が行われるよう求めることとする。 

２ また、証明書の交付を受けた者は、保護者等からの求めに応じて証明書を提

示することができる。 

 

附則 

この要領は、平成 17 年２月 18 日から施行する。 

この要領は、平成 17 年６月３日から施行する。  

この要領は、平成 28 年４月１日から施行する。 

この要領は、平成 29 年４月１日から施行する。 

この要領は、令和３年３月１日から施行する。 

ただし、第４条及び第５条第１項は令和２年１２月１日から施行する。 

この要領は、令和３年１０月２１日から施行する。 



 - 4 - 

この要領は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

この要領は、令和６年 4 月 1 日から施行する。 

この要領は、令和８年 4 月 1 日から施行する。 

 


